
令和７年３⽉３⽇

規則番号 題名

7 杉並区⽴図書館運営規則の⼀部を改正する規則

8 杉並区⽴郷⼟博物館条例施⾏規則の⼀部を改正する規則

令和７年杉並区教育委員会規則



 

杉並区立図書館運営規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

 

令和７年３月３日 

 

 

 

 

                 杉並区教育委員会 

 

                   教育長   渋 谷 正 宏 

  



杉並区教育委員会規則第７号

杉並区立図書館運営規則の一部を改正する規則

杉並区立図書館運営規則（昭和５７年杉並区教育委員会規則第２１号）の一部を

次のように改正する。

第４条第１項第１号中「杉並区立永福図書館」の次に「、杉並区立高円寺図書

館」を加え、同項第２号中「杉並区立永福図書館」の次に「及び杉並区立高円寺図

書館」を加える。

附 則

この規則は、令和７年４月１日から施行する。



資 料 

1/1  

 
杉並区立図書館運営規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

新 旧 

（開館時間等） （開館時間等） 

第４条 開館時間は、次のとおりとする。ただし、杉並区教育委員会（以下「委

員会」という。）が必要と認めるときは、開館時間を臨時に変更することが

できる。 

第４条 開館時間は、次のとおりとする。ただし、杉並区教育委員会（以下「委

員会」という。）が必要と認めるときは、開館時間を臨時に変更することが

できる。 

(１) 平日 午前９時から午後８時まで。ただし、杉並区立永福図書館、杉

並区立高円寺図書館及び杉並区立今川図書館については、午前９時から午

後９時まで 

(１) 平日 午前９時から午後８時まで。ただし、杉並区立永福図書館   

         及び杉並区立今川図書館については、午前９時から午

後９時まで 

(２) 日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定す

る休日（以下「休日」という。） 午前９時から午後５時まで。ただし、

杉並区立永福図書館及び杉並区立高円寺図書館については、午前９時から

午後９時まで 

(２) 日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定す

る休日（以下「休日」という。） 午前９時から午後５時まで。ただし、

杉並区立永福図書館            については、午前９時から

午後９時まで 

(３) 略 (３) 略 

２ 略 ２ 略 

 



 

杉並区立郷土博物館条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

 

令和７年３月３日 

 

 

 

 

                 杉並区教育委員会 

 

                   教育長   渋 谷 正 宏 

  



杉並区教育委員会規則第８号

杉並区立郷土博物館条例施行規則の一部を改正する規則

杉並区立郷土博物館条例施行規則（平成元年杉並区教育委員会規則第１２号）の

一部を次のように改正する。

第２条第１項中「（以下「分館」という。）」を削る。

第３条第１項第１号中「月曜日（」の次に「その日が」を加え、「を除く。」を

「に当たるときは、その日後その日に最も近い祝日法に規定する休日でない日」に

改め、同項第４号を削り、同項第５号中「毎月の」を「毎月」に、「。ただし、第

３木曜日」を「（その日」に改め、「第３条第１項」を削り、「翌日とする。」を

「日後その日に最も近い祝日法に規定する休日でない日）」に改め、同号を同項第

４号とし、同項第６号を同項第５号とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。



資 料 

1/1  

 
杉並区立郷土博物館条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

新 旧 

（開館時間） （開館時間） 

第２条 杉並区立郷土博物館（以下「郷土博物館」という。）及び分館    

      の開館時間は、午前９時から午後５時までとする。 

第２条 杉並区立郷土博物館（以下「郷土博物館」という。）及び分館（以下「分

館」という。）の開館時間は、午前９時から午後５時までとする。 

２ 略 ２ 略 

（休館日） （休館日） 

第３条 郷土博物館及び分館の休館日は、次のとおりとする。 第３条 郷土博物館及び分館の休館日は、次のとおりとする。 

(１) 定例休館日 毎週月曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和23

年法律第178号。以下「祝日法」という。）に規定する休日に当たるときは、

その日後その日に最も近い祝日法に規定する休日でない日） 

(１) 定例休館日 毎週月曜日（    国民の祝日に関する法律（昭和23

年法律第178号。以下「祝日法」という。）に規定する休日を除く。    

                           ） 

(２)及び(３) 略 (２)及び(３) 略 

 (４) 祝日法に規定する休日が月曜日に当たる日の翌日。ただし、５月３日

又は５月４日が月曜日に当たるときは、同月６日とする。 

(４) 館内整理日 毎月 第３木曜日（その日      が祝日法   

   に規定する休日に当たるときは、その日後その日に最も近い祝日法

に規定する休日でない日） 

(５) 館内整理日 毎月の第３木曜日。ただし、第３木曜日が祝日法第３条

第１項に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。        

             

(５) 略 (６) 略 

２ 略 ２ 略 
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